




次の時代を担う新入生へ 
 

 近畿大学人権委員会委員長 土屋 孝次  

 

   新入生の皆さん、入学おめでとうございます。  
  学園創立 101 年目を迎えた近畿大学において、大いに勉学等に励んでください。 

さて、皆さんは「実学教育と人格の陶冶」を建学の精神とする本学の構成メンバーとなりました。これから、教

職員や在学生、そして大学にかかわる多様な人々とともに、人権について学んでいくことになります。  
皆さんも、これまでの学校教育や社会の様々な活動の中で、「人が人である限り当然に持つ権利」、「多数決

では奪われない権利」として人権が保障されていることを学んできたことでしょう。「人権は大切だ」「人権を守

ろう」などのスローガンを見聞きすることも多いでしょうし、身近な人権問題について考える機会があった人もい

るでしょう。また、ニュースやインターネット上の情報により、人権問題に関する話題に接する機会が増えているの

も事実です。  
それでは現代社会において、大学生が人権について改めて学ぶ意味、高度な専門教育を行う大学全体として

人権教育に取り組む意義はどこにあるのでしょうか。  
まず、人権の重要性から、人権教育が年齢を問わずに行われるべきことがあります。第 49 回国連総会は「人

権のための国連十年」の中で、人権教育について「生涯にわたる総合的な過程である」と定義付けています。大

学生となった皆さんが特別に人権教育を受けるのではなく、それは生涯続く学びの一環であると考えられている

のです。近畿大学は、このような人権教育の理念を当然のものと考え、全学的取り組みとして真摯に実行してき

ているのです。  
次に、人権問題自体が多様化しており、その解決に向けて新たな視点、多角的な検討が必要となっていること

が挙げられます。これはまさに、高等教育機関である大学において実施可能な事項です。大学では、人権に関す

る幅広い情報を収集し、いろいろな立場、考えのある人と、場合によっては様々な言語を用いて議論をすることが

できます。人権問題が発生している現場に臨み、場合によれば相反する利益を衡量して実現可能な解決プラン

を策定する能力は、大学教育においてこそ育むことができるのです。ここに、大学における教育として、高等教育

機関のカリキュラムに合致した人権教育を組み込む意義があります。  
近畿大学は、建学の精神に基づいた「実学教育」を行い、高度な専門知識・技能を備えた人物として社会に

送り出します。その際には、人権に関する体系的・実践的知識を習得し、高度かつバランスのとれた人権に関す

る知見と人権感覚を身につけるべきであると考えています。長年にわたって議論されてきた人権問題に加えて、

科学技術の進化やグローバル化の進展により生じた問題、インターネットにおける情報流通に関わる人権問題、

新型コロナウィルス感染症の蔓延により発生した課題、LGBTQ＋など多様性と平等をめぐる最新の人権状況

などについて、次の時代を担う大学生は、問題を的確に認識し、解決に向けて論理的に検討できる力を養う必

要があります。近畿大学における人権教育は、まさに建学の精神である「人格の陶冶」の具体的実践として全学

的に制度化されているのです。  
本冊子『人権確立への認識と実践をもとめて』を活用し、人権教育にかかわるイベントに積極的に参加して、

有意義な学生生活を送ってください。  
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（１）人権問題と大学の任務 
 
1．国⺠の権利 

1946 年 11 月 3 日、新しい日本国憲法が制定され、世界に冠たる
最も進歩的な憲法として高く評価されている。 

その前⽂では、「ここに主権が国⺠に存することを宣⾔し、この憲
法を確定する」と述べ、まず“主権在⺠”を主張している。さらに第 2
章第 9 条では「戦争の放棄」を決意しています。 

続いて、第 3 章「国⺠の権利及び義務」に注目してください。 
 
第 11 条（基本的人権の享有）国⺠は、すべての基本的人権の享有

を妨げられない。この憲法が国⺠に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国
⺠に与へられる。 

第 12 条（自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止）この憲法が
国⺠に保障する自由及び権利は、国⺠の不断の努⼒によっ
て、これを保持しなければならない。⼜、国⺠は、これを
濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のために
これを利用する責任を負ふ。 

第 13 条（個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉）すべて国⺠は、
個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する
国⺠の権利については、公共の福祉に反しない限り、⽴法
その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 

第 14 条（法の下の平等、貴族の禁止、栄典）すべて国⺠は、法の
下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分⼜は門
地により、政治的、経済的⼜は社会的関係において、差別
されない。 

第 25 条（生存権、国の社会的使命）すべて国⺠は、健康で⽂化的
な最低限度の生活を営む権利を有する。 

第 26 条（教育を受ける権利、教育の義務）すべて国⺠は、法律の
定めるところにより、その能⼒に応じて、ひとしく教育を
受ける権利を有する。 
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これら各条は、いわゆる「権利規定」といわれる条文です。この中

で、「基本的人権」は侵すことのできない永久の権利であり、最大の
尊重を必要とされ、法の下ではいかなる関係においても差別される
ことはあり得ないことが明記されています。 

他方、国際的には 1948 年 12 月 10 日国連第 3 回総会で「世界人
権宣言」が満場一致採択されています。 

その前文では、「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と、平等
で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、
正義及び平和の基礎であるので、人権の無視と軽侮とは、人類の良心
をふみにじった野蛮行為と生ぜしめ、……」とあり、その第一条では、
「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ尊厳と権利と
について平等である。人間は理性と良心とを授けられており、互いに
同胞の精神をもって行動しなければならない」と述べられています。 

これらは、あの悲惨な第二次大戦を経験してきた全人類の英知で
ある。 

人権尊重が高らかにうたいあげていることを忘れてはならないで
しょう。 

最近の地球的規模の激動の中で、次第にその根底にある人権尊重・
環境保護・平和が政治を通じ経済を通じ表⾯化し、その延⻑線上で未
来へ向けての人類の課題や責務が一層明確になるにちがいありませ
ん。 
 
2．人権問題への認識 

人権尊重の精神と実践はいま、全人類的規模として拡大深化され
ている、にもかかわらず国際社会はもとよりのこと、国内の現状を見
渡すとき、部落差別、在日韓国・朝鮮人差別、アイヌ⺠族差別、⼥性
差別、障害者差別、沖縄県人差別や人種差別などなど、さまざまな差
別が存在することを認めざるを得ません。こうした現実をふまえて
大学は、最高の学府として、直接・間接に人権に関わる教育・研究に
たずさわり、⺠主的社会を展望しつつ合理的・科学的思考を最大限尊
重しつつ対応しなければなりません。 
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私たちは、それゆえ、また 1991 年末、地域改善対策協議会の磯村
会⻑も、⼤学における⼈権教育を強調し同和教育を核として⼈権全
般におよぶことをきびしく求めていることを考える時、私たちは従
前より一層の努力を重ねて、差別の原因をあらゆる角度から明確に
探求してゆかねばなりません。その一つの方向はいわゆる「差別の現
実から学ぶ」ことであろう。まず第一に、被差別者の生活や教育、仕
事、住環境などの実態を正確に把握することです。そこには、就職や
教育の機会均等や結婚の自由と権利が侵害されている事実を見いだ
すにちがいありません。第⼆に、一般市⺠の差別意識をとらえること
であり、第三に、現実の差別事件を確認し、発生の背景をとらえるこ
とです。第四には、被差別者の具体的生活を通じて、何に悩み、何に
苦しんでいるかという、その心の奥底を見きわめて差別の現実をと
らえることです。 

こうした態度は、私たち⼈類がその進化の過程で、思考能力を獲得
したとする考え方と一致しています。解決しなければ存在しえない
問題的現実（差別）がそこにあり、それを解決するため問題の実態を
明確にし、解決への理解や方針、技術、道具を獲得してゆき、問題的
現実を解決してきたのです。 

もうひとつの方向は、差別を現存せしめている歴史への接近です。
とかく、差別については信ぴょう性のない俗説が横行するものです。
それに対し、差別発生の原因（起源）を明確にすることです。そこに
は、支配階級の政治的圧力があったり、経済・産業の機構の問題など
さまざまな力が働いており、差別の原因が作為的に形成された事実
を見いだすにちがいなかろう。さらに、かけがえのない一⼈ひとりの
生命へ自然科学的光りを当てるとともにその生存に不可欠な環境問
題により深い関心をもつことも必要であろう。と同時に、これらの方
向のもつ科学的・実証的アプローチのみに止まってはならないと思
う。被差別者の心の痛みを自らの痛みとし、悩みを共に悩む心情をも
たねばならない。差別への怒り、それをすべての⼈間がもつことこそ
差別からの解放への実践の原動力となると考えるからです。理性の
音域と、それに感応する心情が差別なき社会への展望をもたらすも
のと信じ、かつそうあることを願ってやまないものです。 
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3．本学の課題 

本学は、人間が人間を差別するという看過しえない不正を憎み、そ
の根源を探り、排除することを決意し、総力をあげて研究・教育の実
践に立ちあがっています。 

組織的には、「人権委員会」「人権問題研究所」「人権事務室」「各学
部人権委員会分会」「学生部」が連携的に機能しあい、各学部ごとに
その専門を生かして人権研究を続けています。さらに、教育面の講義
科目として、共通教養科目に「人権と社会 1・2」を全学部に開講し、
また専門科目としては法学部において「人権法」を開講しております。 
学生部は学生諸君の相談窓口として機能し、また人権事務室も独自
の機能を発揮しております。学生諸君自身の研究活動にもまた多く
の見るべきものがあります。 

しかし、人権問題は主観的・観念的であることは許されません。努
力の不十分さもまた認めざるをえません。学内での差別事象は、決し
て減少したと断言できる状況ではありません。むろん、こうした現状
は年々歳々多数の学生諸君の入学・卒業による学内の人口移動も関
わっているだろう。それにしても、同和対策審議会答申でも厳しく指
摘・批判されているように「同和問題が解決することは永久にあり得
ないと考えるのは妥当ではない」のです。にもかかわらず。一種のア
キラメからくる無関心さが多少ともあるのではなかろうか。それは
まさに「妥当ではない」のです。 

人権の抑圧や差別は、政治などさまざまの力で作り出されたもの
です。そして、今⽇「主権在⺠」を⾼くかかげているのが⽇本社会の
状況です。そうであるかぎり、少なくとも一人ひとりの力をもって、
また、その力を結集して排除しうるものであり、排除する義務・責務
をもつものであります。そこから全世界へと先駆的役割を荷負うべ
きであろう。人類は、その歴史の着実な積重ねを経て未来を語る。
個々の人間は、その生涯の各段階で着実に連帯して自己の在立を自
覚する。そのねばり強く努力してゆくなかでこそ、真に差別なき平和
な豊かな生活が約束されるものと確信します。学生諸君の奮起を願
うとともに、学内組織が単に形式にとどまらず、より一層実質的に機
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能するよう積極的努力を惜しまぬことを決意するものです。 
特に、新入生諸君。諸君は今ここに大学生活の第一歩をふみだし、

本学の新しい構成員となりました。この瞬間における感激を専門の
教育・研究に直結するとともに、本学の名誉ある人権尊重という課題
に力強く連帯して立ち向かっていただきたい。偉大なる歴史的使命
であると信じ、このことを強く要請して、ともに未来と希望を語りた
いと思います。 

差別への激しい怒り、こうした差別が現在もなお、なぜ存続するの
かへの深い疑問を抱くことを出発点とし、人権問題への理性的追求
を深めそれを日常生活の中に具体化することによって、はじめて大
学の使命は完結されると考えます。 
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（６）同和対策審議会答申（抄） （昭和 40 年 8 月 11 日） 

 
前 文 
 昭和 36 年 12 月 7 日内閣総理大臣は本審議会に対して「同和地区
に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本的方策」に
ついて諮問された。いうまでもなく同和問題は人類普遍の原理であ
る人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障
された基本的人権にかかわる課題である。したがって、審議会はこれ
を未解決に放置することは断じて許されないことであり、その早急
な解決こそ国の責務であり、同時に国⺠的課題であるとの認識に⽴
って対策の探求に努力した。 
 その間、審議会は問題の重要性にかんがみ存置期間を 2 度にわた
って延⻑し、同和地区の実情把握のために全国および特定の地区の
実態の調査も行った。その結果は附属報告書のとおりきわめて憂慮
すべき状態にあり、関係地区住⺠の経済状態、⽣活環境等がすみやか
に改善され平等なる日本国⺠としての⽣活が確保されることの重要
性を改めて認識したのである。 
 したがって、審議もきわめて慎重であり、総会を開くこと 42 回、
部会 121 回、小委員会 21 回におよんだ。 
 しかしながら、現在の段階で対策のすべてにわたって具体的に答
申することは困難である。しかし、問題の解決は焦眉の急を要するも
のであり、いたずらに日を重ねることは許されない状態にあるので、
以下の結論をもってその諮問に答えることとした。 
 時あたかも政府は社会開発の基本方針をうち出し、⾼度経済成⻑
に伴う社会経済の大きな変動がみられようとしている。これと同時
に人間尊重の精神が強調されて、政治、行政の面で新しく施策が推進
されようとする状態にある。まさに同和問題を解決すべき絶好の機
会というべきである。 
 政治においては、本答申の報告を尊重し、有効適切な施策を実施し
て、問題を抜本的に解決し、恥ずべき社会悪を払拭して、あるべから
ざる差別の⻑き歴史の終⽌符が⼀日もすみやかに実現されるよう万
全の処置をとられることを要望し期待するものである。 
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人権に関わる主な法令とその URL 
 
 

（7）部落差別の解消の推進に関する法律 

https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000109 

 

（8）大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例 

https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000022.html 

 

（9）人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（人権教育・啓発推進法） 

https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000147 

 

（10）男女共同参画社会基本法 

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000078 

 

（11）障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000065 

 
（12）本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に 

関する法律（ヘイトスピーチ対策法） 

https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0100000068 
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（13）近畿大学人権宣言 
 
前 文 

 大学は、理性によって自己を主張する。わが国はもとより、いかなる人
間社会においても理性を喪失してはならないのであるが、現実はきわめ
て深刻である。「核」の存在にみられるように、人類が生みだした文明が
自己を破壊するまで立ちいたっているのである。 
 何がそうさせているのか。それらの根底には何があるのか。世界人権宣
言はその前文で「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と、平等で譲る
ことのできない権利とを承認することは、世界における自由・正義及び平
和の基礎である」とのべている。人権の危機が社会や文化、学問研究の危
機を招来することを見逃してはならないのである。 
 本学は、国際社会にまで根を張って存在する。本学の学生・教職員は、
差別と解放のはざまにあって今日と未来に対している。それぞれが自己
のおかれた社会的立場を自覚し、人権確立を通して自己の学問研究を達
成すること、そこに本学に課せられた使命がある。偉大な歴史的使命であ
る。その名誉をともに担おうではないか。 
 理念と実践的課題 

1. 本学の教育方針の基本に人権をおき、教育・研究活動の充実と人
権に関する講座の開講などを推進する。 

2. 本学に学ぶ多くの被差別学生の存在を認識し、これら学生の教
育・就職の機会を保障するように努力する。 

3. 被差別学生の自主的活動を発展させ、全学生との交流をすすめ、
深い連帯をはかりたい。 

4. 国際的な人権条約の精神を学びとり、その調印・批准はもとより、
国内への十分な適用をはかるよう研究的・実践的努力をはらいた
い。 

5. 人権を守る国内の研究・運動はもとより、国際社会のそれとも密
接に交流し、連帯をすすめていきたい。 

以上、宣言する。 
    1983 年 12 月 
    世界人権宣言 35 周年にあたって 

近 畿 大 学 
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あらゆる発達段階の人々、あらゆる社会階層の人々が、他の人の尊厳に
ついて学び、またその尊厳をあらゆる社会で確立するための方法及び手
段を学ぶための生涯にわたる総合的な過程である」と定義している。 

 
  また、「国際理解、国際協力及び国際平和のための教育並びに人権及び
基本的自由についての教育に関する勧告」（昭和 49（1974）年ユネスコ）
によると、教育とは、「個人及び社会的集団が国内的及び国際的社会にお
いて及びこれらの社会のために各自の個人的能力、態度、適性及び知識
の全体を発達させることを意識的に学ぶ社会生活の全過程をいう」との
定義がなされている。 

 
このような認識のもと、国内では、1995 年 12 月に内閣総理大臣を本

部⻑とする推進本部が設置され、1997 年 7 月に「人権教育のための国連
10 年」に関する国内行動計画が策定・公表された。また、大阪府・市を
はじめ全国の地方自治体においても多数の「行動計画」が策定され、具
体的な取組みが展開されている。 

 
  教育機関においては、以上のような状況をふまえつつ教育基本法や学
校教育法の理念をも具現化する必要がある。 

  教育基本法においては、その前文で「われらは、個人の尊厳を重んじ、
真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしか
も個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならな
い。」とうたい、第 1 条の教育の目的では、「教育は、人格の完成をめざ
し、平和的な国家及び社会の形成者として真理と正義を愛し、個人の価
値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健
康な国⺠の育成を期して行われなければならない。」と明記されている。 

 
  学校教育法においては、第 52 条で「大学は、学術の中心として、広く
知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及
び応用的能力を展開させることを目的とする。」と示されており、これら
を人権教育の分野で具体化する必要がある。 

  大学をはじめとする教育機関においては、その専門性を活かした自ら
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救済制度についても、2001 年 5 月、人権擁護推進審議会から発表され
た。 
「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の内容は、第一条 目的、

第二条 定義、第三条 基本理念、第四条 国の責務、第五条 地方公
共団体の責務、第六条 国⺠の責務、第七条 基本計画の策定、第八条 
年次報告、第九条 財政上の措置と附則から構成されている。 

  また、この法律が衆・参両院の法務委員会で承認された際、「前項の基
本計画は、『人権教育のための国連十年』に関する国内行動計画等を踏ま
え、充実したものとすること。『人権の二十一世紀』実現に向けて、日本
における人権政策確立の取組みは、政治の根底・基本に置くべき課題で
あり、政府・内閣全体での課題として明確にすべきであること」等の付
帯決議もなされており、「人権教育のための国連 10 年」にちなんだ取り
組みの法的根拠にもなっている。 

 
 

２．行動計画の目標と基本姿勢 
（1） 人権情報発信大学をめざして 

社会の進歩、科学技術の進歩とともに人権問題はより高度で複雑で重
大な問題になってきている。生命工学や遺伝子工学の分野でいわれてい
るクローン人間の可能性や遺伝子差別の問題はその最たるものであり、
電子工学や情報工学の分野でも同様である。 

また、情報に関連するテクノロジーは、過去において予想もつかない
ような変革の口火を切ってきた。それは今日においても同じである。情
報にともなう社会の急速な変化によって世界観が変わり、世界観の変化
がさらに情報環境を変え、ますます世界観も変わるということが起こっ
ている。 

 
今日、電子工学・情報工学の急速な進歩とともに情報化社会が加速し、

10 年前には語られることもなかったインターネットが国際社会に大き
な影響を与えている。 

このような情報化は時間と空間を超越し、そのことによって、新たな
問題が生起している。 
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